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障
が
い
者
制
度
改
革
推
進
本
部
等
に
お
け
る
検
討
を
踏
ま
え
て
障
害
保
健
福
祉
施
策
を
見
直
す
ま
で
の
間
に
お

い
て
障
害
者
等
の
地
域
生
活
を
支
援
す
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
案
（
衆
第
七
号
）
（
衆
議
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出
）
要
旨

本
法
律
案
は
、
障
が
い
者
制
度
改
革
推
進
本
部
等
に
お
け
る
検
討
を
踏
ま
え
て
障
害
保
健
福
祉
施
策
を
見
直
す
ま
で
の
間
に

お
い
て
、
障
害
者
及
び
障
害
児
の
地
域
生
活
を
支
援
す
る
た
め
、
関
係
法
律
の
整
備
を
行
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主

な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一

支
給
決
定
障
害
者
等
が
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
を
利
用
し
た
場
合
の
負
担
に
つ
い
て
、
当
該
支
給
決
定
障
害
者
等
の

家
計
の
負
担
能
力
に
応
じ
た
も
の
と
す
る
こ
と
を
原
則
と
す
る
。

二

障
害
者
の
定
義
に
つ
い
て
、
発
達
障
害
者
支
援
法
に
規
定
す
る
発
達
障
害
者
を
含
む
こ
と
を
明
確
化
す
る
。

三

市
町
村
は
、
地
域
に
お
け
る
相
談
支
援
の
中
核
的
な
役
割
を
担
う
基
幹
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
を
設
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

四

市
町
村
は
、
地
域
生
活
支
援
事
業
と
し
て
、
成
年
後
見
制
度
利
用
支
援
事
業
を
行
う
も
の
と
す
る
。

五

障
害
種
別
に
分
か
れ
て
い
る
障
害
児
の
施
設
に
つ
い
て
、
障
害
種
別
を
超
え
た
利
用
が
で
き
る
よ
う
一
元
化
す
る
と
と
も
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に
、
障
害
児
の
通
所
に
よ
る
支
援
の
実
施
主
体
を
市
町
村
と
す
る
。

六

放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
、
通
所
者
が
十
八
歳
に
達
し
た
後
に
お
い
て
も
、
二
十
歳
に
達
す
る
ま
で
利
用
で
き

る
よ
う
、
特
例
を
設
け
る
。

七

グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
又
は
ケ
ア
ホ
ー
ム
を
利
用
す
る
障
害
者
の
う
ち
必
要
と
認
め
る
者
に
つ
い
て
、
食
費
又
は
居
住
費
に
対

す
る
特
定
障
害
者
特
別
給
付
費
を
支
給
す
る
。

八

移
動
に
著
し
い
困
難
を
有
す
る
視
覚
障
害
者
等
の
移
動
支
援
を
「
同
行
援
護
」
と
し
て
、
自
立
支
援
給
付
の
対
象
と
す
る
。

九

都
道
府
県
は
、
精
神
障
害
の
救
急
医
療
を
必
要
と
す
る
精
神
障
害
者
等
か
ら
の
相
談
に
応
ず
る
等
、
地
域
の
実
情
に
応
じ

た
体
制
の
整
備
を
図
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

十

政
府
は
、
障
害
保
健
福
祉
施
策
を
見
直
す
に
当
た
っ
て
、
難
病
の
者
等
に
対
す
る
支
援
及
び
障
害
者
等
に
対
す
る
移
動
支

援
の
在
り
方
に
つ
い
て
必
要
な
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

十
一

こ
の
法
律
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
二
及
び
十
は
公
布
の
日
か
ら
、
一
、
四
、
七
、

八
及
び
九
は
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。


